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稲
わ
ら
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

　
昨
年
の
令
和
元
年
東
日
本
台

風
（
台
風
19
号
）
で
は
、
河
川

の
決
壊
や
水
路
の
冠
水
等
に
よ

り
稲
刈
り
後
の
稲
わ
ら
が
流
出

し
、各
地
域
の
住
宅
地
や
農
地・

水
路
な
ど
で
大
き
な
被
害
が
発

生
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
の
稲
刈
り
の
時
期

は
、
台
風
や
大
雨
な
ど
の
季
節

で
す
。
万
が
一
の
大
雨
の
被
害

の
軽
減
の
た
め
、
稲
刈
り
後
の

稲
わ
ら
を
速
や
か
に
「
す
き
込

み
」
す
る
な
ど
、
流
出
防
止
の

た
め
の
適
正
な
管
理
・
対
応
を

お
願
い
し
ま
す
。

問 

農
業
振
興
課
☎

（21）
２
３
８
１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減

少
し
た
場
合
の
国
民
年
金
保

険
料
免
除
申
請
等
の
ご
案
内

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
保
険
料
に
つ
い
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
所
得
が
減
少
し
、
納
付

が
困
難
な
方
は
、
申
請
に
よ
り

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

令
和
２
年
２
月
以
降

に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減

少
し
、
当
年
中
の
所
得
見
込
額

が
一
定
の
基
準
以
下
と
な
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
方

免
除
対
象
と
な
る
期
間

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
の
場
合

令
和
２
年
２
月
分
～
令
和
３
年

６
月
分

学
生
納
付
特
例
申
請
の
場
合

令
和
２
年
２
月
分
～
令
和
３
年

３
月
分

申
請
に
必
要
な
も
の

　
所
得
見
込
額
の
申
立
書
（
所

定
様
式
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）
／
年
金
手
帳
ま
た

は
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通

知
カ
ー
ド
／
印
鑑
（
本
人
が
署

名
す
る
場
合
は
不
要
）
／
窓
口

に
来
る
方
の
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
等
）
／
学
生
証
の

コ
ピ
ー
（
表
面
と
裏
面
）（
学

生
納
付
特
例
申
請
の
場
合
）
／

委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き
す

る
場
合
。
様
式
は
任
意
）

申
請
場
所　
問
合
先
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

問 

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
４
１
３
１

保
険
医
療
課
（
市
役
所
本
庁
舎

２
階
）　　
　

 

☎
（21）
２
１
３
４

障
害
基
礎
年
金
の
ご
案
内

　

病
気
や
ケ
ガ
で
障
が
い
が

残
っ
た
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

対
象　
障
が
い
の
原
因
と
な
っ

た
病
気
や
ケ
ガ
の
『
初
診
日
が

65
歳
未
満
』
の
方
が
、
一
定
の

障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場
合

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
障
害
基
礎
年
金
の

請
求
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月

ま
で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち

保
険
料
の
未
納
が
３
分
の
１
以

上
あ
る
場
合
は
、
障
害
基
礎
年

金
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
（
※

初
診
日
が
令
和
８
年
３
月
31
日

ま
で
に
あ
る
と
き
は
、
初
診
日

の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
１

年
間
に
未
納
が
な
け
れ
ば
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

年
金
額
（
年
額
） 

　
１
級  

９
７
７
，
１
２
５
円

   

２
級  

７
８
１
，
７
０
０
円

　

 

※
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は

異
な
り
ま
す
。

必
ず
事
前
に
ご
相
談
を  

申
請

を
希
望
す
る
方
は
、
年
金
手
帳

と
初
診
日
と
通
院
歴
の
わ
か
る

も
の
を
お
持
ち
の
う
え
、
問
合

先
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

※
初
診
日
が
第
３
号
被
保
険
者

期
間
中
又
は
厚
生
年
金
期
間
中

の
場
合
の
相
談
先
は
、
年
金
事

務
所
に
な
り
ま
す
。

問 
栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
４
１
３
１

保
険
医
療
課
（
市
役
所
本
庁
舎

２
階
）　　
　

 
☎

（21）
２
１
３
４

敬
老
祝
金
の
お
知
ら
せ

　
長
年
に
わ
た
り
社
会
に
貢
献

し
て
き
た
高
齢
者
の
長
寿
を
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
お
祝
い

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
敬

老
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
者
／
支
給
金
額

　
９
月
１
日
現
在
、
栃
木
市
に

引
き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有

す
る
方
で
、
令
和
２
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
次
の
誕
生
日
を
迎

え
る
方

85
歳
（
昭
和
10
年
４
月
１
日
か

ら
昭
和
11
年
３
月
31
日
の
間
）

／
１
万
円
（
口
座
振
込
）

１
０
０
歳
（
大
正
９
年
４
月
１

日
か
ら
大
正
10
年
３
月
31
日
の

間
）
／
10
万
円
（
慶
賀
訪
問
）

１
０
１
歳
以
上
（
大
正
９
年
３

月
31
日
以
前
）
／
敬
老
記
念
品

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
９

「
敬
老
の
日
」
に 

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
！

　
住
宅
火
災
は
死
者
に
高
齢
者

が
多
く
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ

り
被
害
が
増
加
す
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
ま
す
。

　
９
月
21
日
（
月
）
は
「
敬
老

の
日
」。
大
好
き
な
家
族
が
火

災
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、

今
年
の
「
敬
老
の
日
」
は
防
火

対
策
を
考
え
る
日
に
し
ま
せ
ん

か
？
火
災
を
早
期
に
知
ら
せ
る

「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
を
設

置
し
て
あ
げ
た
り
、
点
検
を
し

て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

問 

市
消
防
本
部
予
防
課

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

９
月
21
日（
月
）～
30
日（
水
）

は
「
秋
の
交
通
安
全
運
動
」

　
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た

が
主
役
で
す
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で

住
み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指

す
た
め
、
交
通
安
全
運
動
を
実

施
し
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
遵

守
し
、
交
通
事
故
「
０
」
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
！

問 
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者

登
録
の
お
知
ら
せ

　
市
が
発
注
す
る
小
規
模
な
工

事
や
修
繕
で
そ
の
内
容
が
軽
易

で
、
か
つ
、
契
約
金
額
が
50
万

円
を
超
え
な
い
も
の
に
つ
い

て
、
受
注
・
施
工
を
希
望
す
る

方
を
登
録
し
、
積
極
的
に
業
者

選
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
市
内
業
者
の
受
注
機
会
の

拡
大
を
図
る
制
度
で
す
。
登
録

を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
主
た
る
事
業
所

を
有
し
、
市
税
を
完
納
し
て
い

る
方
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
は
登
録
で
き

ま
せ
ん
。

①
個
人
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、

精
神
の
機
能
の
障
が
い
に
よ
り

小
規
模
工
事
等
を
適
正
に
行
う

に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判

断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
方

②
個
人
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、

破
産
者
で
復
権
を
得
て
い
な
い

方③
市
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格

者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

④
希
望
す
る
工
種
を
履
行
す
る

た
め
に
必
要
な
資
格
、
免
許
等

を
有
し
な
い
方

登
録
で
き
る
工
種　
登
録
で
き

る
工
種
は
、
建
設
業
法
で
定
め

る
工
種
（
29
工
種
）
の
う
ち
３

工
種
ま
で

※
市
上
下
水
道
局
に
お
い
て

「
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
」

及
び
「
下
水
道
排
水
設
備
指
定

工
事
店
」
の
指
定
を
受
け
て
い

る
方
は
、
当
該
工
種
の
登
録
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

登
録
申
請
の
受
付
期
間　
８
月

24
日
（
月
）
～
９
月
18
日
（
金
）

の
平
日 

登
録
有
効
期
間　
令
和
２
年
10

月
１
日
～
令
和
４
年
９
月
30
日

※
た
だ
し
、
10
月
１
日
以
降
に

申
請
さ
れ
た
方
は
登
録
に
な
っ

た
日
か
ら
令
和
４
年
９
月
30
日

ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
登
録
を
も
っ
て
、
見
積
業
者

の
指
名
や
契
約
を
約
束
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

登
録
申
請
の
方
法　
小
規
模
工

事
等
契
約
希
望
者
登
録
申
請
書

（
契
約
検
査
課
窓
口
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
次
の
必
要
書
類
を
添
付

し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
に
よ
り

提
出
。

①
市
税
の
完
納
証
明
書
（
法
人

の
場
合
は
法
人
の
証
明
書
。
個

人
の
場
合
は
代
表
者
個
人
の
証

明
書
。）

②
希
望
す
る
工
種
を
履
行
す
る

た
め
に
必
要
な
資
格
、
免
許
等

を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

③
工
事
経
歴
書

※
現
在
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方

に
は
、申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

問 

契
約
検
査
課　☎

（21）
２
３
６
１

令
和
２
年
度 

第
２
回
危
険

物
取
扱
者
試
験

試
験
日　
11
月
８
日
（
日
）

試
験
場
所　
栃
木
工
業
高
等
学

校
（
岩
出
町
）

受
験
資
格　

甲
種
（
資
格
が
必
要
）

乙
種・丙
種
（
資
格
必
要
な
し
）

試
験
手
数
料

甲
種
６
，
６
０
０
円
／
乙
種
４
，

６
０
０
円
／
丙
種
３
，７
０
０
円

申
請
期
間　
電
子
申
請　
９
月

４
日
（
金
）
～
15
日
（
火
）　

書
面
申
請　

９
月
７
日
（
月
）

～
18
日
（
金
）

願
書
配
布
場
所　
（
一
財
）
消

防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県

支
部
／
県
内
の
消
防
局
各
消
防

本
部

申
込
先　
問
合
先
ま
た
は
県
内

の
消
防
局
及
び
各
消
防
本
部
へ

問 （
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
栃
木
県
支
部　

☎
０
２
８-

６
２
４-

１
０
２
２

　
市
消
防
本
部
予
防
課

                

☎
（22）
０
０
７
２

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

地域で学び・地域で考える
ひきこもり研修会＆個別相談会
　ひきこもり状態の方は、誰にも相談できず、抱
え込んでいる現状があることから、早期に周囲の
誰かが気付き、必要な支援につなぐことが重要で
す。知っているようで、実は知らなかったひきこ
もりについて、一緒に学んでみませんか？
対象　�ひきこもり状態にある方やその家族、ひきこもりに関心がある方、

民生委員・児童委員、福祉関係者などの支援者
講�演　「本人の思い・家族ができること・地域に求められるもの」
　　���講師　栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター
　　　　　　中野謙作�センター長
　　　定員�40 人（申込先着順）　費用�無料　申込�事前に問合先へ
個�別相談会（１人 20分～ 30分・事前申込・家族以外の方も相談可）

問�障がい福祉課　☎（21）２２１９

9／25 金
13 時 30 分
　　～ 16 時 30 分
国府公民館 大交流室  

（惣社町）


